



様式第３号（第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業者→商工会）

誓　約　書

                                                     　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

世羅町商工会長様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申　請　者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　        住　　所
                                          事業所名
                                          代表者名
                                          連 絡 先

世羅町商工会人材育成助成実施要綱に係る後継者育成の申請にあたり、同要綱第３条及び第４条の要件を満たし、その規定を順守することを誓約します。
なお、同要綱第９条により、交付決定の取消し又は返還義務が生じた場合は、これを返還します。

	
（世羅町商工会人材育成助成実施要綱　抜粋）

（助成対象経費）
第３条　（略）
３　後継者育成支援の助成対象経費は、中小企業者が事業継続に必要な人材を確保するため、町内に住所を有する事業後継者（以下「後継者」という。）を新たに雇用した場合の人件費とする。なお、本項における「後継者」とは、雇用時において45歳未満の者であって、将来にわたり当該中小企業者の代表者の地位を承継することが相当に見込まれる者をいう。

（助成額及び助成率等）
第４条　（略）
３　後継者育成の助成は、後継者を雇用した月から月額５万円以内として通算12か月60万円を限度とし、その要件等は次の各号に定めるとおりとする。
　（１）本項の規定にかかわらず、後継者を雇用した日の属する年度の翌年度以降に申請を行う場合の助成対象期間は、当該申請年度の４月分から、当該雇用した月から起算して12か月を経過する日の属する月分までとする。
　（２）助成の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
　　ア　同一事業者に対する助成対象者は、１名限りであること。
　　イ　後継者に対する雇用保険の加入義務があるときは、当該保険に加入していること。
　　ウ　申請事業者において、後継者を雇用する日の前日から起算して６か月前の日までの間に、常用労働者を解雇していないこと。
　（３）後継者は、交付開始前までに当会青年部に加入するよう努めなければならない。






（令和８年４月1日改定）

